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天竜厚生会 

アクシア藤枝 

☆ 連絡先 ☆ 

藤枝市障害者相談支援事業所 天竜厚生会アクシア藤枝 

電 話 （054） 639 - 0325 

受付時間 平日：午前 8時 30分～午後 5時 30分 

 

住  所 藤枝市宮原 823-1 

Ｆ Ａ Ｘ 054-639-0395 

メール sou_akushia@tenryu-kohseikai.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/ 

☆ 交通のご案内 ☆ 

●R1藤枝 BP谷稲葉 I.Cより北へ 5ｋｍ 

●藤枝ゆらく線（バス） 宮原上 下車 徒歩 3分 

 

 

 

社会福祉法人 天竜厚生会は、多様なサービスがそ

のご利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、ご利用者が、個人の尊厳

を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、自立し

た日常生活を地域社会において営むことができるよ

う支援することを目的としています。 

 

 

◆ 藤枝市委託相談支援事業   （アクシア藤枝） 

◇ 浜松市委託相談支援事業 ３ヶ所 

（てんりゅう・はまきた・ひがし） 

◆ 特定相談支援事業 ５ヶ所 

（てんりゅう・はまきた・ひがし・きずな・アクシア藤枝） 

◇ 障害児相談支援事業 ４ヶ所 

（てんりゅう・はまきた・ひがし・きずな・アクシア藤枝） 

 

◆特定相談支援事業について 

平成２４年４月の法律改正により、障害者総合支援

法に基づく福祉サービスを利用する場合に、どのサ

ービスをどの事業所でどれくらい使うかなどの「計画

案作成」、「計画書作成」やサービスが合っているか

を継続確認する「モニタリング」をする仕組みの「相

談支援事業」が始まりました。 

 

まずはお気軽にお電話で御連絡ください。 

 

平成 27年 4月 1日版 



 


